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衆
議
院
議
員
鈴
木
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昌
君
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食
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放
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線
照
射
に
関
す
る
質
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に
対
す
る
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一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
五
年
の
国
際
連
合
食
糧
農
業
機
関
・
国
際
原
子
力
機
関
・
世
界
保
健
機
関
の
食

品
照
射
合
同
専
門
家
委
員
会
の
報
告
書
（
テ
ク
ニ
カ
ル
レ
ポ
ー
ト
シ
リ
ー
ズ
六
五
九
）
に
お
い
て
、
「
い
か
な
る
種
類
の
食

品
で
も
、
総
平
均
線
量
が
十
キ
ロ
グ
レ
イ
以
下
で
放
射
線
照
射
さ
れ
た
食
品
に
は
毒
性
学
的
な
危
険
性
は
全
く
認
め
ら
れ
な

い
」
と
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

食
品
に
対
す
る
放
射
線
照
射
に
つ
い
て
は
、
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
（
昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
告
示
第
三
百
七
十
号
）
に
お
い
て
、
原
則
と
し

て
禁
止
し
て
い
る
が
、
お
尋
ね
の
ば
れ
い
し
ょ
に
対
す
る
放
射
線
照
射
に
つ
い
て
は
、
食
品
照
射
研
究
開
発
基
本
計
画
（
昭

和
四
十
二
年
九
月
二
十
一
日
原
子
力
委
員
会
決
定
）
に
基
づ
く
研
究
結
果
を
踏
ま
え
、
当
時
、
食
品
衛
生
調
査
会
に
お
い
て

安
全
性
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
昭
和
四
十
七
年
に
、
発
芽
防
止
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
り
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

一



平
成
十
八
年
九
月
に
原
子
力
委
員
会
食
品
照
射
専
門
部
会
が
取
り
ま
と
め
た
報
告
書「
食
品
へ
の
放
射
線
照
射
に
つ
い
て
」

（
以
下
「
食
品
照
射
専
門
部
会
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
照
射
食
品
の
健
全
性
に
つ
い
て
は
、
国
内
外
に
お
い

て
、適
正
な
線
量
等
を
守
り
照
射
を
行
っ
た
場
合
に
は
健
全
で
あ
る
と
い
う
研
究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

一
定
の
見
通
し
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
ば
れ
い
し
ょ
に
対
す
る
放
射
線
照
射
を
除
き
、
食
品
一
般

に
対
す
る
放
射
線
照
射
の
安
全
性
の
評
価
を
行
っ
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
食
品
照
射
専
門
部
会
報
告
書
に
お
い
て
、
「
有
用
性
が
認
め
ら
れ
る
食
品
へ
の
照
射
に
つ
い
て

は
、
食
品
安
全
行
政
の
観
点
か
ら
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
た
め
に
、
食
品
衛
生
法
及
び
食
品
安
全
基
本
法
に
基
づ
く
検
討
・

評
価
・
・
・
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
適
切
と
考
え
る
」
と
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
今
後
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
食
品

衛
生
分
科
会
食
品
規
格
部
会
に
お
い
て
食
品
安
全
委
員
会
の
意
見
を
聴
取
す
る
必
要
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
現
時
点
で
、
ば
れ
い
し
ょ
以
外
の
食
品
に
対
す
る
放
射
線
照
射
を
認
め
る
た
め
の
検
討

を
行
っ
て
い
な
い
。

二


